
大津市地域福祉活動推進事業補助金交付要綱 
（目的） 

第１条 この要綱は、学区社会福祉協議会が実施する地域の福祉の推進に関する自主的な活動に要する

経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。 
（補助対象団体） 

第２条 この要綱による大津市地域福祉活動推進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付を受け

ることができるもの（以下「補助対象団体」という。）は、市内の各学区において組織された学区社

会福祉協議会（以下「学区社会福祉協議会」という。）とする。 
（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、学区社会福祉協議会がその

構成員や市民を対象として実施する地域福祉の推進に関する研修、視察その他これらに類する事業で

あって、１１人以上が参加するものとする。ただし、他の補助金等の交付を受けて実施するものを除

く。 
（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要する経費

のうち、次に掲げる経費とする。 
(1) 会場借上げ料 
(2) 講師謝礼 
(3) 視察等の場合にあっては、視察等を行う場所までの移動等に要する経費（バス・レンタカー等の

借上げ料、電車賃、高速道路使用料、燃料費、駐車場代等） 
(4) 消耗品費 
(5) 原材料費 
(6) 広報経費 
(7) 資器材レンタル経費 
(8) 資料等印刷・購入経費 
(9) その他市長が必要と認める経費 
（補助金額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とし、１団体当たり１年度につき５０，０００円を限度とする。 
（共催による場合の補助金の交付） 

第６条 複数の学区社会福祉協議会の共催により補助事業を実施する場合は、その代表となる１の学区

社会福祉協議会を補助対象団体とする。 
（交付申請書） 

第７条 大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第４条第１項の

規定により、市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市地域福祉活動推進事業補助金交付

申請書（様式第１号）とする。 
２ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 
(2) 補助金所要額調書（様式第３号） 
(3) 収支予算書（様式第４号） 
(4) その他市長が必要と認める書類 
（交付決定通知書） 

第８条 規則第７条第１項の規定による通知は、大津市地域福祉活動推進事業補助金交付決定通知書



（様式第５号）により行うものとする。 
２ 規則第７条第２項の規定による通知は、大津市地域福祉活動推進事業補助金交付申請棄却（却下）

決定通知書（様式第６号）により行うものとする。 
（変更承認申請書） 

第９条 規則第１３条第 1 項の規定により市長に提出しなければならない承認申請書は、大津市地域福

祉活動推進事業補助事業変更承認申請書（様式第７号）とする。 

２ 前項の変更承認申請書には、第７条第２項に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなけ

ればならない。 

（変更承認通知書） 

第１０条 規則第１３条第２項の規定による通知は、大津市地域福祉活動推進事業補助事業変更承認通

知書（様式第８号）により行うものとする。 

（実績報告書） 
第１１条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津市地域福祉活

動推進事業補助事業実績報告書（様式第９号）とする。 

 ２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 実施報告書（様式第１０号） 

(2) 補助金精算額調書（様式第１１号） 

(3) 収支決算書（様式第１２号） 

(4) 領収書等（明細を記したものを含む。）の写し 

（確定通知書） 

第１２条 規則第１５条の規定による通知は、大津市地域福祉活動推進事業補助金確定通知書（様式第

１３号）により行うものとする。 

（交付請求書） 
第１３条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、大津市地域

福祉活動推進事業補助金交付請求書（様式第１４号）とする。 
（取消通知書） 

第１４条 規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市地域福祉活動推進事業補助金交付決定取消

通知書（様式第１５号）により行うものとする。 
（返還通知書） 

第１５条 規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、大津市地域福祉活動推進事業補助金返還通

知書（様式第１６号）により行うものとする。 
（書類の保存） 

第１６条 補助金の交付を受けたものは、当該補助事業の施行に関する書類及び帳簿等を、当該補助事

業が終了した年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 
（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 
附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 
３ 前項の規定にかかわらず、第１６条の規定は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。  

附 則 
この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

   附 則 



（施行期日） 
１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されて

いる書類は、改正後の様式によるものとみなす。 
３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用する

ことができる。 
附 則 

この要綱は、令和６年３月３１日から施行する。 
 


